
庁 議
日時：１２月２８日（木）AＭ９：００ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 文化スポーツ部長

２ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 都市政策部長

３ 和解についての専決処分について 消防長

【連絡事項】

１ 株式会社夢麦酒太田第２７期決算状況について 企画部長

２ 令和５年度太田市一般会計補正予算（第７号）についての専決処分につ 総務部長

いて

３ 令和５年度ひとり暮らし高齢者調査の結果について 福祉こども部長

４ 太田市養護老人ホームの民営化について 福祉こども部長

５ 令和５年度環境白書について 産業環境部長

【その他】

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆１月４日（木）ＡＭ８：４５～ ＜庁議室＞案件名報告：１２月２５日（月）PM5:00
資料提出：１２月２８日（木）PM5:00



１２月２８日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

文化スポーツ部長 氏名 松本 和明 内線（TEL）３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

藪塚本町図書館等により発生した著作権侵害に関し、損害賠償の額を定め、和解すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分し

たことを報告するものです。

【 概 要 】

１ 著作権侵害による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しました。

３ 損害賠償の支払い 全国市長会 市民総合賠償補償保険にて対応しました。

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和６年１月委員会協議会あて

に報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部学習文化課藪塚本町図書館 外線0277-78-0512ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
事故概要

1 令和5年12月15日
154,000円

（154,000円）
10割

藪塚本町図書館だより2020年6

月号No.46及びホームページ上に

おいて、野口康二氏が作成したイ

ラストを使用の許諾を受けず使用

していたことにより、相手方に損

害が生じたため。



１２月２８日 庁議提出案件            資料No.２ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 田村 敏哉   内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  市道において発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自 

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報告す

るものです。 

 

【 概 要 】 

１ 別紙市道において発生した事故による損害賠償表のとおり。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い 三井住友海上火災保険㈱道路賠償責任保険にて対応します。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和６年１月委員会協議会あてに報

告します。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 管理係 内線2711 ４７－１８３５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 市道において発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和5年12月8日 
11,374円 

（22,748円） 
5割 

令和5年8月10日、太田市龍舞町

4172番1付近の市道において、相手

方が所有する乗用車を他者が運転

中、道路に生じていた陥没部分を

通過したところ、当該乗用車の左

前輪タイヤが損傷したことによ

り、相手方に損害が生じたもので

す。 

2 令和5年12月8日 

 

 7,100円 

（14,200円） 

5割 

令和5年10月9日、太田市寺井町155

番地付近の市道において、相手方

が自己の使用する乗用車を運転

中、道路に生じていた陥没部分を

通過したところ、当該乗用車の右

後輪タイヤが損傷したことによ

り、相手方に損害が生じたもので

す。 

3 令和5年12月8日 
616,826円 

（616,826円） 
10割 

令和5年6月2日、太田市下浜田町

1088番2付近の市道において、相手

方が他者の所有する乗用車を運転

中、道路に生じていた陥没部分を

通過したところ、ハンドルに手を

取られ、左手首を関節挫傷し、相

手方に損害が生じたものです。 

 

 

 

 



１２月２８日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防本部消防長 氏名 竹内 富雄 内線（TEL）33-0200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

和解についての専決処分について

【 目 的 】

日野自動車株式会社のエンジン認証不正にかかる燃費不正に関し、同社が提示する損害賠

償の額に同意し、和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により専決処分したことを報告するものです。

【 概 要 】

１ 燃費不正により損害賠償表

２ 本件に関し、市と日野自動車株式会社との間には、上記の記載のほか、一切の債権債務関

係がないことを相互に確認する。

３ 損害賠償の支払い 燃費補償に関する同意書に同意し、歳入手続きを行いました。

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和６年１月委員会協議会あてに

報告します。

【 備 考 】

❋ 問い合わせ先 消防本部 警防課 警防救助係 TEL 33-0203 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
概要

１ 令和５年１２月５日
７４０，０００円

(７４０，０００円)

相手方

１０割

日野自動車株式会社が、日本市場

向け車両用エンジンの排出ガス及

び燃費に関する認証申請におい

て、エンジン性能を偽る不正行為

を行ったことにより、当該エンジ

ンを搭載した公用車３台の使用者

である市に損害を与えたもので

す。



１２月２８日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】

企画部長 高橋 亮 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

株式会社夢麦酒太田第２７期決算状況について

【 目 的 】

本市が出資する株式会社夢麦酒太田の第２７期決算状況について報告するものです。

【 概 要 】

１ 会社の状況

（１）資本金総額 112,500千円（株式総数2,250株）

（２）本市出資金額 55,000千円（持株数1,100株、持株比率48.9％）

２ 第２７期（令和4年10月1日～令和5年9月30日）経営状況

（１）事業概要

・前半は、依然としてコロナの影響が続いておりましたが、コロナの５類移行に伴い、

徐々に復調し、売上高が25,780千円と目標の20,000千円を大きく上回り、前期より

8,000千円の増となりました。

・メインとなる群馬県卸酒販（株）との取引は前期並みとなりましたが、新たな販路拡

大に取り組みました。

・ふるさと納税返礼品となる缶ビール製造の事業化に向けて準備を進めました。

（２）決算概況

財務諸表 貸借対照表 資産合計 130,067千円

負債合計 30,269千円

純資産合計 99,798千円

損益計算書 売上総利益 10,979千円

営業利益 ▲1,131千円

経常利益 ▲237千円

税引前当期純利益 ▲237千円

当期純利益 ▲237千円

【 備 考 】

問い合わせ先 企画部 企画政策課 企画政策係 内線2293



１２月２８日 庁議提出案件           資料No.２ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

              総務部長 氏名 瀬古 茂雄  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

令和５年度太田市一般会計補正予算（第７号）についての専決処分について 

【 目 的 】 

物価高騰に切実に苦しんでいる低所得者世帯に対して給付金を支給する重点支援地方交

付金低所得世帯支援事業にかかる経費を予算計上し、本年度一般会計補正予算（第７号）

を専決処分したことについて報告するものです。 

【 概 要 】 

 １ 補正額 1,358,882千円  補正後予算額 96,109,586千円 

【歳入】＊すべて国庫補助金で一般財源の追加なし 

  物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,358,882千円 

【歳出】 

○重点支援地方交付金低所得世帯支援事業 1,358,882千円 

・重点支援地方交付金低所得世帯支援給付金 1,330,000千円 

・事務費（人件費、通信運搬費、手数料、電算委託料、各種業務委託料等）28,882千円 

 

〈事業の主な内容〉 

 ・対象者（①、②をともに満たす世帯 対象予定世帯数：19,000世帯） 

 ①住所要件：基準日（令和５年１２月１日）において本市に住民登録のある者 

  ②支給対象：令和５年度住民税均等割非課税世帯 

・支給額：1世帯あたり7万円（現金給付） 

・支給予定：令和６年１月中旬に初回給付を予定 

・申請期限：令和６年４月３０日（消印有効） 

 

 ２ 専決処分日（補正予算配当日）  令和５年１２月１９日 

 

 ３ 根拠法令 

 ・地方自治法第180条第1項 

 ・市長において専決処分することができる事項の指定について（平成21年3月19日議決） 

第2項 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   総務部 財政課 財政係 内線 ２３３４ ４７－１８１６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１２月２８日 庁議提出案件             資料No.３ 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

               福祉こども部長 氏名 冨岡 和正  内線（2500）  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  令和５年度ひとり暮らし高齢者調査の結果について 

【 目 的 】 

  ひとり暮らし高齢者の実態を把握し、今後の高齢者保健福祉対策等の基礎資料とするため。 

【 概 要 】 

  １：対象者  市内に居住する７０歳以上（昭和２８年６月２日以前生まれ）のひとり暮

らし高齢者 

         ※調査時点で、病院入院者・介護施設等の長期入所者は対象外 

         ※同一敷地内に住んでいても、家族と入浴・食事等の生活が別の場合は調

査対象 

  ２：基準日  令和５年６月１日現在 

  ３：調査結果 ６，１２２人（前年比＋１８３人） 

         ※住基上の７０歳以上ひとり暮らし高齢者の数字とは異なります。 

■地区別 

地区 太田 九合 沢野 韮川 鳥之郷 強戸 休泊 宝泉 毛里田 

男 133 260 229 192 115 93 100 308 126 

女 329 470 399 463 244 138 187 494 169 

計 462 730 628 655 359 231 287 802 295 

 

地区 尾島 木崎 生品 綿打 藪塚東 藪塚西 合計 

男 150 108 70 92 82 89 2,147 

女 299 204 137 164 121 157 3,975 

計 449 312 207 256 203 246 6,122 

 

■年齢別 

年齢 70～74 75～79 80～84 85～89 90以上 合計 

男 861 610 391 201 84 2,147 

女 940 1,111 969 686 269 3,975 

計 1,801 1,721 1,360 887 353 6,122 

 

■過去の推移 

調 査 年 ２８年 ２９年 ３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

人  数 5,790 4,552 4,849 5,198 未実施 5,489 5,939 

※平成２８年度までは対象者６５歳以上、平成２９年度以降は７０歳以上 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  福祉こども部 長寿あんしん課 いきがい推進係 内線２５４１ 



１２月２８日 庁議提出案件             資料No.４ 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               福祉こども部長 氏名 冨岡 和正  内線（2500）  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  太田市養護老人ホームの民営化について 

 

【 目 的 】 

  養護老人ホームは著しく困難な生活をしていた高齢者を保護する意味で措置入所をおこ

なう施設であり、入所者が特に安心して暮らせるよう平穏な生活を提供する必要があります

が、現在本市では指定管理者制度により運営法人が定期的に変わるリスクがあります。 

しかし全国的にはサービス向上や経費削減を目的に民営化が進められており、県内におい

ては本市のみが指定管理をおこなっている状況です。そのため、本市においても入所者への

サービス向上、運営法人の経営改善、行政コストの削減を目的に民営化を行うものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 民営化のメリット 

   ・利用者 同一法人の継続した運営による安心、介護サービスとの連携強化 

   ・運営者 契約入所が可能になることによる経営改善、事務負担軽減 

   ・本 市 経費削減、事務負担軽減 

 ２ 民営化スケジュール 

   公募により事業者を募集し、以下のスケジュールで民営化を薦めます。 

年 月 日 内 容 

令和６年  ２月２６日(月) 募集要項の公表・配布開始(３月２９日まで) 

 ３月 ６日(水) 現地説明会 午後２時から 

 ３月１５日(木) 申請書受付開始 午前９時から 

 ３月２９日(金) 申請書受付締切 午後５時まで 

 ４月１７日(水) 選定委員会 第一次審査 

 ５月 ８日(水) 選定委員会 第二次審査・プレゼンテーション 

 ５月２２日(水) 選定結果の通知(郵送) 

 ９月上旬 譲渡法人への財産処分について市議会の議決 

令和７年  １月上旬 譲渡法人の公表(ホームページにて) 

１月中旬 譲渡法人と協定の締結 

１月中旬 入所者の事務引継ぎ 

１月下旬 所管庁への認可申請 

 ３月上旬 所有権移転登記 

 ４月 １日(火) 譲渡法人による業務開始 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  福祉こども部 長寿あんしん課 いきがい推進係 内線２５４１ 



１２月２８日 庁議提出案件             資料No.５ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

産業環境部長 氏名 井上 恵美子  内線２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   令和５年度環境白書について 

 

 

【 目 的 】 

「太田市環境基本条例」第２２条に基づき、本市における環境の状況及び環境の保全等に

関して講じた施策をまとめた「環境白書」を作成したので報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 主な実績 

項    目 令和４年度目標値 令和４年度実績値 目標達成 

①市域の温室効果ガス排出量 201.9 万t-CO2 ※ 197.9 万t-CO2   ○ 

②市の事務事業からの温室効果 

ガス排出量 
24,602 t-CO2 21,419 t-CO2  ○ 

③ごみ年間排出量 79,707 t 78,337 t  ○ 

④市民１人１日当たりのごみ 

排出量  
994 g 964 g  ○ 

⑤公害防止対策の推進に係る 

環境基準の達成割合 
100 % 83.3 %  × 

※ 温室効果ガス排出量は、国、県などの最新の公表値から太田市の世帯数や工業出荷額な

どの按分により計算するため、令和２年度実績値になります。 

 

 

  ２ その他の掲載内容 

   ・第２次太田市環境基本計画に基づく各取り組みについての進捗状況 

   ・環境基準に係る測定結果の詳細 

 

 

【 備 考 】 

 問い合わせ先   産業環境部 環境対策課 環境保全係 内線2622 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1893 


